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8 　 新 潟 県 公 安 委 員 会 に よ る 運 転 適 性 検 査 依 頼 の

あ っ たてん かん患者の実態に つ い て

笹 川 睦 男 ・ 田 中 弘 ・ 天 金 秀 樹

和 知 学 * ・ 長 谷 川 精 一 * *

国立療養所西新潟中央病院

( て ん か ん セ ン タ
ー )

新潟県立精神医療 セ ン タ
- *

松浜病院
* *

【目的】 道路交通法で運転免許取得 の 絶対欠格

事由 で あ っ たてん か んが平成 1 4 年 6 月の 法改正

により相対欠格事由となり, 発作 の抑制されて い

る て ん か ん患者にも運転適性を認めるように な っ

た . これま で に適性検査を実施 した患者 の実態を

報告する.

【対象 ･ 方法】 て ん か ん セ ン タ
-

で は平成 9 年

より新潟県公安委員会によるてん か ん患者 の 適性

検査依頼 の 要請 に応 じ
, 診断書を交付 し て い る .

平成 1 4 年 1 2 月まで に 1 9 例 に診断書を交付した .

適性検査時の 病歴
,

検査所見を後方視的に検討 し

た .

【結果】 患者 は 1 9 例 (男 1 5 例, 女 4 例) で諺断

書交付時の 年齢は 3 0 .4 歳 (1 8
-

6 7 歳) だ っ た .

診断名は機会性発作 〔状況関連性発作〕5 例 (交

付時 の 薬物治療 実施 中 は 3 例)
,

て ん か ん 9 例

( 同 7 例) , 活動性 の て ん か ん で はな い 4 例 ( 同 0

例) , 脳挫傷後遺症 1 例 ( 同 1 例) だ っ た . 家族歴

は 1 9 例中
,

熱性け い れ んが 6 例 ,
て ん か ん が 2

例, 熱性け い れん が 2 例 だ っ た . 初発発作 の 平均

年齢 は 2 2
. 9 歳 ( 標準偏差 1 4 . 8 歳) で

, 主要 な発

作型 は強直間代発作 1 5 例 , 複雑部分発作 4 例 だ

っ た . 誘引と して飲酒 に引き続く発作が 3 例 で認

められた . 適性検査依頼の原因は交通事故が 6 例

(3 例が対向車と の正面衝突,
3 例が自損事故) だ

っ た
. 教育歴は大学卒 3 例

,
大学在学中 3 例, 高

校卒 7 例, 高校在学中 1 例
,

高校中退 3 例, 中学

卒 2 例 であり, 8 例が婚姻 して い た . 薬物治療中

の 1 1 例 で使用 して い る薬剤 は V P A 4 例 ,
P H T 2

例,
Z N S 2 例,

C Z P l 例 ,
C B Z l 例

,
V P A ＋ C Z P

が 1 例だ っ た
. 脳波検査で棟波性異常を 5 例 (側

頭葉焦点 2 例) , 正常脳波が 1 4 例 だ っ た
. M RI に

よ る画像所見 は正常が 1 1 例, 異常 8 例 ( 海馬硬

化 2 例
,

脳挫傷 2 例, くも膜嚢胞 2 例
,

脳梗塞 1

例
,

ラ クネ梗塞 1 例) だ っ た
.

【考案】 て ん か ん発作 に基づく交通事故 が少な

か らず起き て おり
,

絶対欠格事由 か ら 2 年間 の 発

作抑制により免許取得可能とな っ た現在, 患者は

触法と なら な い 範囲で権利を維持するよう に努め

る必要がある .
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